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京都市教育委員会規則第１４号 

   学校の宿日直に関する管理規則の一部を改正する規則 

 学校の宿日直に関する管理規則の一部を次のように改正する。 

 第１条第１項中「ただし，学校用務員並びに学校給食調理員及び補助員」を「管理用務

員及び給食調理員」に改め，同条第２項及び第３項を削る。 

 第３条中「国立学校教職員」を「京都府立学校教職員（京都市教職員の給与等に関する

条例第５条に規定する京都府立学校教職員をいう。）」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（関係規則の廃止） 

２ 教員の行なう宿日直の特例に関する規則は，廃止する。 

（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 


